
入札説明書に関する質問に対する回答 

（調達案件名称：福井県漁業資源調査船「福井丸」代船建造工事 一式） 

 

No. 種別 質問 回答 掲載日 

1 入札説明書 

紙入札の場合、入札書に記載する電子入札く

じ用の数字（三桁）は任意の数字を記入すれ

ばよいか。 

紙入札者の任意の数字を記入してください。

（『福井県物品調達等の電子入札に関する取

扱いについて』参照） 

R7.3.24 

2 入札説明書 
入札参加資格を有していた場合、入札保証金

は免除という認識でよいか。 

入札参加資格を有していて、かつ、契約を締

結しないこととなるおそれがないと認められ

るときは、入札保証金が免除となります。 

免除の該当の有無については、個別に契約担

当者までご確認ください。 

R7.4.3 

3 入札説明書 入札保証金の納付方法は。 

納付方法は次のとおりです。 

①県が交付する納付書による納付 

②保証金を県へ直接持参することによる納付 

③保証金に代わる担保（有価証券）の納付 

具体的な手続き等については契約担当者にご

相談ください。 

R7.4.3 

4 
入札説明書 

契約 
契約保証金の納付方法は。 

納付方法は次のとおりです。 

①県が交付する納入通知書による納付 

②保証金を県へ直接持参することによる納付 

③保証金に代わる担保（有価証券）の納付 

具体的な手続き等については契約担当者にご

相談ください。なお、本案件は議会の同意が

必要な契約となりますので、本契約が成立す

る日（議会の議決を得る日）までに納付が必

要となります。 

R7.4.3 

5 仕様書 

P47 3.14 航海諸室 １．操舵室（１）の中に、

光ファイバーコンパスとありますが、 光ファ

イバージャイロコンパスのことか。 

p.22 3.2 操舵装置２．（２）オートパイロット

の操舵モードは、 GPS コンパスのみの記載と

なっている。また、p.143 第 7 条 航海計器に

は光ファイバーコンパスの記載がない。 光フ

ァイバージャイロの搭載の有無をご教示くだ

さい。 

建造仕様書中に記載のある「光ファイバーコ

ンパス」は「光ファイバージャイロコンパス」

と同義です。 

ただし、p.47 に記載のある「光ファイバーコ

ンパス」は誤記です。 

したがって、当方としては光ファイバージャ

イロコンパスの搭載は不要と考えています。 

R7.4.3 

 

  

http://gateway.ebid.pref.fukui.jp/ebidgoods/buppin2/buppintoriatukai2023.4.1.pdf
http://gateway.ebid.pref.fukui.jp/ebidgoods/buppin2/buppintoriatukai2023.4.1.pdf


 

No. 種別 質問 回答 掲載日 

6 仕様書 資源調査船は寒冷地仕様でよいか。 

寒冷地仕様とする必要はありませんが、仕様

書 p.32 や p.35 に記載のあるとおり、配管内

の凍結防止や外壁の結露防止にはご留意くだ

さい。 

R7.4.3 

7 仕様書 

P.70（第 3 章 第 2 条 2.5 測定機器類）  

水中ドローン（QYSEA FIFISH PRO W6 相当品） 

は 2026,2027 年では廃盤になることが予想さ

れているとの情報がある。  

新型の W6 MAX の方で現在の仕様書に寄せた

内容で項目を記載すると、以下のような項目

となると販売元より聞いていますが、内容を

ご確認のうえ、不要なものがあればご教示お

願いいたします。 

＜項目＞ 

・FIFISH W6 MAX※機体本体一式（本体・ケー

ス・コントローラー・充電器セット）※標準

で外部給電(単相 100-240V 対応)※給電ケ

ーブルの最大長 200M（2025年 3 月時点） 

・W6 MAX 専用ロボットアーム※浮力材なし 

・FIFISH W6 MAX 距離＆高さﾛｯｸｿﾅｰｼｽﾃﾑ※距

離＆高さﾛｯｸｿﾅｰｼｽﾃﾑ 

・FIFISH Q-DVL_L※ドップラー対地速度計（下

方：高さ） 

・前方 DVL_Q Camera 付属※ドップラー対地速

度計（前方：距離） 

・FEEL WORLD WPC215 ポータブルモニター※

高輝度モニター 

・iPad mini※操縦用モニター：Wi-Fi モデル・

128GB 

QYSEA 社の水中ドローンを採用する場合、DVL

機能は仕様書内の衝突回避機能であり、ソナ

ーシステム（距離＆高さロック機能）とは別

であると考えます。そのため、ご提案いただ

いた仕様の中で不要なものはありません。 

 なお、ご提案の仕様に記載の給電ケーブル

がテザーケーブルを示している場合は、仕様

書にあるとおり 300 m 以上としてください。 

R7.4.7 

8 仕様書 

p.83（第 4 章第 2 条 2.11 セントラル冷却装

置） 

“（5）予備チタン製プレート（常用数）2 式

“について、プレート単体ではアフターサー

ビス商品となり高額になり、冷却器一体より

も品物がかさばるため保管スペースも難しく

なるため、冷却器完備品でもよいか。 

冷却器完備品としていただいて問題ありませ

ん。 

当方としては仕様書記載のとおり予備チタン

製プレートの納品を想定してはいますが、落

札後の協議において落札業者様からご提案が

あれば冷却器完備品とすることも可としま

す。 

R7.4.7 
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9 契約 

 

契約書について下記に修正は可能か。 

 

 ① （総則）第 1 条 4 項：発注者及び受注者

は、この契約の履行に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。  

 ② （総則）第 1 条 11 項：この契約に係る訴

訟については、に関して当事者間に争いが

生じたときは、甲・乙は協議のうえ円満解

決に努めることとし、甲・乙の間で意見の

調整が付かない場合は、仲裁地を東京とし

て一般社団法人日本海運集会所仲裁規則

（以下、「仲裁規則」という）に基づき同所

海事仲裁委員会に仲裁を付託し（以下、

「TOMAC 仲裁」という）、TOMAC 仲裁規則に

よって選任された仲裁人の判断を最終とし

て服することに合意する。   

 ③ （工事の中止）第 19 条 1項：本契約の締

結後、工事目的物引渡までの間に、暴風雨、

天災、豪雨、台風、洪水、津波竜巻、火山活

動、落雷、高潮、地震、地すべり、落盤、火

災、騒乱、暴動、戦争（宣戦布告の有無を問

わない）、武力衝突、軍事行為、内乱、テロ、

疫病・感染症・伝染病・検疫・ロックダウン・

行政指導、労働争議行為、ストライキ、ロッ

クアウト、必要部品あるいは材料等の欠品・

供給遅延、建造に必要な機械類の受注者の

責めによらない故障・破損、受注者の責め

によらない設備・工場・装置類の爆発、火

災、破壊又は政府もしくは行政機関等によ

る停止、受注者により防ぐことのできない

石油・電力・物資等の供給制限、運送遅延、

通信の途絶、政治的圧力、政府または行政

機関等による規制・経済制裁・禁輸措置、そ

の他これらに類する不可抗力、その他の自

然的又は人為的な事象（以下「天災等」とい

う。）であって受注者の責めに帰すことがで 

具体的な契約条項の修正については、落札後

の協議とします。以下、修正の可否の範囲を

参考までに記載します。 

①ご提案の内容で修正可能です 

 

 

②当方の仮契約書（案）のままとします。 

紛争解決の方法として TOMAC 仲裁を選択

することは妨げませんが、本条項は裁判管

轄を定めるものであり、仲裁条項とは別に

記載すべきと考えます。 

 仲裁条項については第 60 条に設けてい

るため、同条に発注者・受注者双方合意の

うえで TOMAC 仲裁を選択することができる

旨を追加する変更は可能です。ただし、

TOMAC 仲裁を選択する場合において、その

仲裁地は兵庫県神戸市とします。 

③次の範囲で修正可能です。 

 本契約の締結後、工事目的物引渡までの

間に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地

すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の

自然的もしくは人為的な事象（以下「天災

等」という。）であって受注者の責めに帰す

ことができないものにより工事材料、工事

目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場

の状態が変動したため、受注者が工事を施

工できないと認められるときは、発注者は、

工事を中止する旨およびその内容を直ちに

受注者に通知して、工事の全部または一部

の施工を中止させなければならない。 

 

 

 

 

R7.4.7 
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きないものにより工事目的物等に損害を生

じ若しくは工事現場の状態が変動したた

め、工事に支障を及ぼす事態が受注者に発

生した場合には、発注者は、工事の中止内

容を直ちに受注者に通知して、請負代金の

減額なく、工事の全部又は一部の施工を一

時中止させなければならない  

④ （工事の中止）第 19 条 3項： 発注者は、

前２項の規定により工事の施工を一時中止

させた場合において、必要な工期延長、請

負代金額の増額を行い、受注者が工事の続

行に備え工事現場を維持し若しくは労働

者、造船機械器具等を保持するための費用

その他の工事の施工の一時中止に伴う増加

費用を必要とし若しくは受注者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。  

⑤ （発注者の損害賠償請求等）第 50条 1 項：

発注者は、受注者が次の各号のいずれかに

該当するときは、これによって生じた損害

（直接的損害に限り、逸失利益および間接

損害を除く）の賠償を請求することができ

る。 

⑥ （あっせんまたは調停）第 59 条、（仲裁）

第 60 条：第１条 11 項の記載により削除。 

 

 

 

 

 

 

 

④当方の仮契約書（案）のままとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤当方の仮契約書（案）のままとします。 

 

 

 

 

 

⑥第 1 条第 11 項は裁判管轄を定めるもので

あり、仲裁条項とは別に記載すべきと考えま

す。本条項を削除するのではなく、双方合意

の上で TOMAC 仲裁を選択する旨を追記する

変更は可能です。 

 

  

  

 

 


